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新型コロナウイルス感染症対策に関する群馬県行動基準の警戒度引き上げについて（通知）

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日々状況が変わる中で、適切に御対応いただ

き、感謝申し上げます。

本県において独自で策定した「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく行動基準の

警戒度を８月１５日から「警戒度２」に引き上げることとなりました。なお、今回の警戒度引き

上げにより、通常保育等への対応が変わるわけではありません。

各市町村におかれましては、引き続き、貴管内保育所・認定こども園・放課後児童クラブ等に

対し、既発出の厚生労働省『保育所における感染防止対策ガイドライン（２０１８年改訂版）』等

を基に適切な感染拡大防止対策を講じるように指導していただくとともに、下記に留意の上、改

めて適切に御対応いただくよう、お願いいたします。

記

○管内保育所等の園児・児童・職員に感染者・濃厚接触者が疑われる場合

地域を所管する保健所（県保健福祉事務所）に連絡・相談をお願いします。

○管内保育所等に臨時休園等を要請した場合

臨時休園とした場合でも、医療関係業務に従事する保護者等で保育サービスの利用が必要とな

る場合には、子どもを少人数に分け、小規模で保育を行うなど、必要に応じて対応の検討をお願

いします。

○管内保育所等に従事する職員の方へのお願い

これまでも十分に感染防止に取り組んでおられるところですが、改めて以下の点に留意してい

ただくように周知をお願いします。

・一般的な感染症対策（手洗い等により手指を清潔に保つ、手で目・鼻・口を触らない、室内

の定期的な換気など）を行ってください。

・健康管理（十分な睡眠・休養、栄養バランスのよい食事、適度な運動など）を心がけてくだ

さい。

・出勤前に各自で体温を計測し、発熱等の風邪症状が見られる場合には、出勤をしないことを



徹底してください。

・感染を疑うようなことがあれば、ためらわずに、帰国者・接触者相談センターに相談してく

ださい。

・県内における市中感染が広がりつつありますので、外出の際には、外出先の感染防止対策の

実施状況を確認いただく等の対応をしてください。

・県外への移動については、東京都、大阪府、愛知県、福岡県、島根県、沖縄県、埼玉県、千

葉県、神奈川県の９都府県への不要不急の外出は自粛してください。

（対象の都府県については、現時点での状況。随時、県ＨＰにて公表予定）

○参考

・厚生労働省保育関係 リンク掲載ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoikuindex.ht

ml

・『保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報』

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html

・群馬県ホームページ『新型コロナウイルス感染症対策サイト』

https://stopcovid19.pref.gunma.jp/

事務担当：子育て支援係・保育係

Ｔ Ｅ Ｌ：027-226-2622（子育て支援係）

027-897-2689（保育係）
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群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく 

要請について（８月１５日（土）以降） 

 

１ 要請を開始する日 

  令和２年 ８月１５日（土） 

２ 要請する区域 

群馬県内全域 

３ ガイドライン警戒度 

  ８月１５日（土）から警戒度「２」に移行 

４ ガイドライン警戒度「２」における要請の概要 

【社会経済活動再開のガイドライン「4段階の警戒度と行動基準」より】 

 
 
 
【要請内容の変更】 

 

５ 県民の皆様への要請 

 以下の事項について、ご協力をお願いします。 
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５ 県民の皆様への要請 

 以下の事項について、ご協力をお願いします。 
 

（１）外出について 

 ・３つの密となるような感染リスクの高い店舗や場所の利用は、十分注意してく

ださい。 
 ・高齢者や基礎疾患のある方などハイリスクの方は、十分な注意をお願いします。 
・外出の際は「（４）新しい生活様式の実践について」に掲げる事項を厳守して

ください。 
 
（２）県外への移動について 

・感染者数が人口 10 万人あたり 10 人以上の都道府県への不要不急の移動は、自

粛をお願いします。 
（8/15～：東京都、大阪府、愛知県、島根県、福岡県及び沖縄県） 

 ・関東地方で、感染者数が人口 10 万人あたり 5 人以上の都県への不要不急の移動

は、自粛をお願いします。 
  （8/15～：埼玉県、千葉県及び神奈川県） 

 

（３）イベント等の開催、参加について 

・【イベントの開催制限】 
【屋内】 5,000 人以下、かつ収容定員の半分以下の人数にすること。 
【屋外】 5,000 人以下、かつ人と人との間隔を十分確保すること（できるだけ

2 メートル）。 
・イベントの開催にあたっては別表に掲げる適切な感染防止対策の徹底をお願い

します。 
・全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が 1,000 人を超えるようなイ

ベントの開催を予定する場合には、そのイベントの感染防止策等について県に

事前相談してください。 
 

（４）「新しい生活様式」等の実践について 

・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじ

めとした基本的な感染対策については、引き続き継続した取り組みをお願いし

ます。 
・政府専門家会議で示された「人との接触を８割減らす、１０のポイント」「新

しい生活様式の実践例」を参考に、３つの「密」状態を回避するとともに、日

々の生活を見直し、新たな感染防止策を実践してください。 
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（５）その他 

・飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦など

で大声を出したりすることは控えてください。 
・大人数での会食や飲み会は避けてください。 
・会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの３密予

防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる

店舗を利用してください。 
・接触確認アプリ（COCOA）のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナ

ルサポート」を積極的に活用してください。 

 

６ 事業者の皆様への要請 

 以下の事項について、ご協力をお願いします。 
 
（１） 感染防止対策の徹底について 

 ・すべての事業者において、別表で掲げる感染防止対策例や、業界団体等で作成

した感染拡大予防ガイドライン等を踏まえながら、適切な感染防止対策の徹底

をお願いします。 

・県独自の「ストップコロナ！対策認定制度」への申請・登録を積極的に進めて

ください。 

・業界団体等においては、業種や施設の種別ごとのガイドラインを作成し、所属

事業者や関係事業者へガイドラインに沿った感染防止対策の徹底を促すよう

お願いします。 

※１政府が公表している「業種別ガイドライン」や、本県が示す「各業界・施設毎の感染症

対策ガイドライン作成例」を参考としてください。 

※２業界団体からガイドラインが示されていない業種の事業者や、業界団体等が存在しない

業種の事業者についても、上記のガイドラインを参考として、適切な感染防止対策の徹底

をお願いします。 

 

・高齢者施設や病院等での直接面会は、十分に注意をお願いします。また、従事

者への適切な感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

（２）勤務形態等について 

 ・「新しい生活様式の実践例」を参考に、テレワークやローテーション勤務、時

差通勤、オンライン会議の開催など、人との接触を減らすための取組を実践し

てください。 
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（３）その他 

 ・従業員などが体調不良を訴えた場合には、休暇の取得を促し、併せて、速やか

な医療機関への受診を促してください。 
・従業員に対し、会食などで飲食店などを利用する場合は、感染防止ガイドライ

ンなどに基づいて感染防止策を講じているなどの店舗を利用するよう促して

ください。 
・接触確認アプリ（COCOA）のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナ

ルサポート」を、従業員やお客様に対して積極的に活用するよう促してくださ

い。 
・感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施

設名を自ら公表して利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力してくだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

【別表：適切な感染防止対策例】 

※以下に掲げる対策例以外にも、それぞれの施設の状況や営業の形態等に応じ、 

適切な感染防止のための対策を実践してください。 

 



 
 

 



警戒度２への引き上げに係る県立学校等の対応

○ 通常登校を継続

・ 感染防止対策を徹底

・ 各学校での対策の実施状況や感染の広がり等を踏まえ、

必要に応じて学校単位で分散登校等を実施

○ 通常登校時、部活動については継続

・ 「県外移動を自粛すべき地域」との対外試合等は自粛

（ただし、全国大会の代替大会は除く）

○ 児童生徒または教職員に感染者が発生した場合、必要

な範囲で学級閉鎖や休業等の措置を行う。

警戒度２

市町村立学校については、県立学校の対応を周知するとともに、
地域の実情を考慮した上で、感染状況を踏まえた適切な対応を求める。

教育委員会


